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求職者受付にて
提出必須



                                  令和６年９月２７日（金） 

ハローワーク神戸・三田・灘・明石・西神 

面接会への参加方法 
 

１ 対象者 

管轄のハローワークで障害者としての求職登録が必要です。 

当日会場で障害者手帳等を持参のうえ、求職申込書を記入することで求職登録することが可能です。 

ただし求職登録を済ませてから事業所への応募申込みとなるため、面接の順番が遅くなります。 

 

２ 紹介状 

面接会での応募は、ハローワーク紹介扱いとなります。 

事前にハローワークで相談し、紹介状をもらうことができます 

今回の面接会は、ハローワークの紹介状が無くても応募できます。 

 

３ 面接時間等 

   面接会参加受付時間 １１時５０分～１４時００分  面接受付時間 １１時５０分～１４時３０分 

 面接時間 １２時００分～１６時００分 

  ※１４時以降に面接会場に到着された場合は、事前にハローワークで紹介状をもらっていても参加することは、 

できませんのでご注意ください。 

 

４ 面接会の運営方法 

 

 

   ・求職者受付で「参加申込書」を提出してください。 

    「参加申込書」は、兵庫労働局のホームページからダウンロードするか、ハローワークの窓口または当日会場で 

    配布しています。 

    必要事項をあらかじめ記入しておいてください。 

※ハローワークでまだ求職登録されていない人は、「求職申込書」を記載し障害者手帳等の 

写し（会場でコピーさせていただきます）を提出してからの受付となります。 

 

 

・必要事項を記入した「応募票（３部複写）」を記入し、各ブロックの受付へ提出します。 

面接の順番を記入した「本人控」と「「会社控」をお返しします。 

一度の受付で面接順の受付を受けられるのは１社のみです。 

    複数事業所の応募を希望される場合は、その都度「応募票」を記載し、ブロック受付に並び直してください。 

・各事業所の面接順が１番の人は、各ブロック受付の近くで待機し１２時００分になったら、面接ブースに移動 

してください。 

・面接の順番が参りましたら、事業所名と面接番号をお呼びします。 

（何回かお呼びしてもいらっしゃらない場合は、次の番号の方を呼び出します。 

ご自身の番号が飛ばされた場合は、ブロック受付担当者にお申し出ください。 

次にお呼びしますのでブロック受付の近くでお待ちください。） 

・「応募票の会社控」と「履歴書」、（あれば「紹介状」）を事業所の担当者に渡して面接をお受けください。 

 

 

面接会参加受付 

面接の受付から呼び出しまで 


